
新型コロナウイルス感染症の影響により、
次の要件を満たす方は、

令和４年度分の保険料が減免となります。

【保険料の減免の対象となる方】

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
または重篤な傷病を負った世帯の方

⇒ 保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収
入減少(※)が見込まれる世帯の方

⇒ 保険料の全部または一部を免除

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細（裏面参照）につ
いては、下記担当までお問い合わせください。

茅ヶ崎市役所 福祉部 保険年金課 保険料担当

電話：0467-82-1111 メールアドレス：hokennenkin@city.chigasaki.kanagawa.jp

ホームページにも関連情報を掲載しております。

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ （茅ヶ崎国保 新型コロナ で検索）

※②の具体的な要件
主たる生計維持者の令和４年の収入について
（１）給与・営業・不動産、山林・農業収入のいずれかが、令和３年に比べて10分

の3以上減少する見込みであること
（２）令和３年の所得の合計額が1000万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和３年の所得の合計額が400万円以

下であること
注：減少している収入について、令和３年中の所得が発生していない場合は減免の
対象となりません

国民健康保険の被保険者の皆様へ

合計所得金額に応じた減免割合（D）

300万円以下の場合 ：全部(10分の10)
400万円以下の場合 ：10分の8
550万円以下の場合 ：10分の6
750万円以下の場合 ：10分の4
1,000万円以下の場合：10分の2
＊主たる生計維持者の令和３年の所得です

減免対象の保険料額（A×B/C）

A:世帯の被保険者全員について算定
した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込
まれる収入にかかる令和３年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者
全員の令和３年の合計所得金額

○保険料の減免額は、減免対象保険料額（A×B/C）に

減免割合（D）をかけた金額です。

報告事項（1）参考資料



新型コロナウイルス感染症の影響による国民
健康保険料の減免申請の手続について

【保険料の減免の申請に必要な書類】

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
または重篤な傷病を負った世帯の方

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収
入が前年（令和３年）と比較して10分の3以上減少が見込まれる
世帯の方

【保険料の減免の申請方法】

申請に必要な書類等の詳細のほか、減免についてご不明な点は、下記担当ま
でお問い合わせください。

茅ヶ崎市役所 福祉部 保険年金課 保険料担当

電話：0467-82-1111 メールアドレス：hokennenkin@city.chigasaki.kanagawa.jp

ホームページにも関連情報を掲載しております。

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ （茅ヶ崎国保 新型コロナ で検索）

国民健康保険料減免申請書および令和４年中収入確認書のほか、次の書類をご用意
ください。
（１）給与所得者の方：令和４年１月分から申請日の前月までの給与明細書(写し)

給与所得者以外の方：令和３年分確定申告書第一表、収支内訳書又は青色申
告決算書の控え（写し）、令和４年１月分から申請日の直前までの各月の収
入がわかる帳簿等（写し）

（２）事業内容がわかる書類（チラシ、名刺、個人事業主の場合は開業届等）
（３）事業の廃止又は失業の場合：離職票又は退職証明書等、廃業届(写し)
※保険料の減免を受けるためには、世帯の国保加入者全員の所得が申告されて
いることが必要です。未申告の方がいる場合は必ず申告を行ってください。
主たる生計維持者の給与収入が非自発的離職（会社都合による離職）の軽減を
受けている場合は、基本的にコロナの減免制度は該当になりません。

国民健康保険料減免申請書のほか、次の書類をご用意ください。
〇 死亡の場合：死亡診断書(写し)
〇 重篤な傷病を負った場合：り患したことのわかる書類（保健所から発行された

入院の勧告書等の写し）

表面に記載の【保険料の減免の対象となる方】をご確認のうえ、ご自身が対象と
なる場合には、保険年金課保険料担当までお電話でご連絡ください。必要事項を
聞き取りのうえ、申請書の様式と返信用封筒をお送りしますので、減免の理由に
応じた必要書類をご用意のうえ、市役所までご返送ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則として必要書類の受付は郵送に
よることとしています。

申請いただいた内容の審査後に、減免決定（減免不承認）通知および減免後の保険
料納入通知書、納付書を市から郵送します。


